
平
成
二
十
年
四
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

三

三

六

号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
、
四
十
七
都
道
府
県
の
広
域
連
合
の
保
険
料
の
最
高
限
度
額
は
年
間
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら

か
、
ま
た
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の
最
高
限
度
額
の
平
均
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
全
国
の
広
域
連
合
に
お
け
る
保
険
料
の
最
高
限
度
額
の
平
均
は
い
く
ら
か
。
国
民
健
康
保
険
の
最
高
限

度
額
の
全
国
の
平
均
は
い
く
ら
か
。

三

一
に
関
連
し
て
、
い
く
つ
の
都
道
府
県
が
独
自
に
税
金
を
投
入
し
て
、
保
険
料
を
安
く
し
て
い
る
の
か
。

四

都
道
府
県
が
独
自
に
税
金
を
投
入
し
、
保
険
料
を
安
く
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

『
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
解
説
』
（
土
佐
和
男
編
著
）
と
い
う
著
書
は
現
職
の
厚
生
労
働
省
職
員
が
高

齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
著
書
に
あ
る
考
え
方
は
、
厚
生
労
働
省
の
公
式
見
解
か
。

右
質
問
す
る
。


